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平成２６年（健）第１３０号

平成２６年１２月２５日裁決

主文

ａ健康保険組合理事長が、平成○年○月○

日付で、再審査請求人に対してした、後記「理

由」欄第２の３記載の原処分を取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以

下「法」という。）による傷病手当金（以

下、単に「傷病手当金」という。）及びａ

健康保険組合（以下「保険者組合」という。）

規約（以下「組合規約」という。）による

傷病手当金付加金（以下、上記「傷病手当

金」と併せ、便宜上「傷病手当金など」と

いう。）の支給を求めるということである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、脳腫瘍（以下「既決傷病」

という。）による療養のため労務に服す

ることができなかったとして、平成○年

○月○日から平成○年○月○日までの期

間（以下「既決受給期間」という。）に

ついて、傷病手当金の支給を受けた。

２　さらに、請求人は、脳腫瘍（以下「本

件請求傷病」という。）の療養のため、

平成○年○月○日から同年○月○日まで

の期間（以下「本件請求期間」という。）

について、労務に服することができな

かったとして、平成○年○月○日（受付）、

保険者組合理事長（以下「理事長」とい

う。）に対し、傷病手当金などの支給を

請求した。

３　理事長は、平成○年○月○日付で、請

求人に対し、同一の疾病、またはこれに

より発したる疾病については、傷病手当

金を１年６か月の範囲に限り給付対象と

しており（法第９９条、組合規約第５６

条、第５７条）、本件請求傷病について

は、平成○年○月（傷病名：脳腫瘍）の

初回申請以降も治療を続けており、傷病

が治癒することなく継続していると判断

され、当該傷病（脳腫瘍）に関する傷病

手当金の給付対象期間は、初回申請から、

傷病手当金・同付加金については１年６

か月（平成○年○月○日～平成○年○月

○日）、延長傷病手当金付加金について

も１年６か月（平成○年○月○日～平成

○年○月○日）の範囲で終了しているた

めという理由により、本件請求期間につ

いては、傷病手当金などの支給をしない

旨の処分（以下「原処分」という。）を

した。

４　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査の請求をし

た。

第３　当審査会の判断

１　傷病手当金の支給について、法第９９

条第１項に「被保険者…が療養のために

労務に服することができないときは、そ

の労務に服することができなくなった日

から起算して３日を経過した日から労務

に服することができない期間、傷病手当

金…を支給する。」とされており、傷病

手当金の支給期間については、同条第２

項に「傷病手当金の支給期間は、同一の

疾病又は負傷及びこれにより発した疾病

に関しては、その支給を始めた日から起

算して１年６月を超えないものとする。」

と規定されている。

そして、組合規約第５６条第１項には、

「被保険者…が法第９９条の規定により

傷病手当金の支給を受けるときは、その

支給を受ける期間、傷病手当金付加金と

して１日につき被保険者の標準報酬日額

の３０分の１に相当する額を支給する。」

とされ、組合規約第５７条第１項には、

「法第９９条の規定により傷病手当金の

支給を受ける被保険者…が法第９９条第

２項の規定による期間を経過したことに

よりその支給を受けなくなった場合にお

いて、当該期間の経過後同一の疾病又

は負傷及びこれにより発した疾病に関

し、療養のため労務に服することができ

ないときは、その労務に服することがで

きない期間、延長傷病手当金付加金とし
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て、１日につき被保険者の標準報酬日額

の１００分の７０に相当する額を支給す

る。」とされ、同条第５項には「延長傷

病手当金付加金は、同一の疾病又は負傷

及びこれにより発した疾病に関し、傷病

手当金の支給をはじめた日から起算し

て３年を経過したときは、支給しない。」

と規定されている。

２　本件の場合、前記第２の３記載の理由

によりなされた原処分に対し、請求人は、

平成○年○月○日に脳腫瘍と診断され、

その療養のために、同年○月○日から平

成○年○月○日までの期間、傷病手当金

を受給したが、その後は、経過確認のた

めの通院はしていたものの、抗癌剤等を

含め、脳腫瘍に対する特段の治療は受け

ておらず、会社へ出勤して通常の勤務を

続けており、医学的治癒がなされたとは

言えないが、社会的治癒に該当する旨を

主張している。なお、本件請求傷病（脳

腫瘍）と既決傷病（脳腫瘍）が、連続す

る同一傷病であることについては、後記

本件資料により明らかであり、かつ、当

事者間にも争いがないと認められること

から、以下、本件請求傷病と既決傷病の

いずれをも、「当該傷病」という。そう

して、本件の問題点は、本件請求傷病と

既決傷病が同一傷病であるという前提の

下に、既決受給期間終了後から本件請求

期間開始日までの間に、いわゆる社会的

治癒に相当する期間があったと認められ

るかどうかということになる。

３　いわゆる社会的治癒があったかどうか

について判断する。

社会保険の運用上、過去の傷病が治

癒した後に再び悪化した場合は、再発と

して過去の傷病とは別傷病として取り扱

い、治癒が認められない場合は、過去の

傷病と同一傷病は継続しているものとし

て取り扱われるところ、医学的には治癒

していないと認められる場合であって

も、軽快と再度の悪化との間に、いわゆ

る社会的治癒があったと認められる場合

は、再発があったとして、別傷病として

取り扱われるとされている。そうして、

いわゆる社会的治癒と認め得る状態は、

相当の期間にわたって医療（予防的医療

を除く。）を行う必要がなくなり、通常

の勤務に服していたことが認められる場

合とされている。

本件についてみるに、請求人にかかる

傷病手当金・傷病手当金付加金支給申請

書（第１回）のｂ病院（以下「ｂ病院」

という。）ｃ科・Ａ医師（以下「Ａ医師」

という。）作成の平成○年○月○日付療

養を担当した医師の意見欄（以下「医師

意見欄」という。）によれば、傷病名に

は当該傷病が掲げられた上で、療養の給

付を開始した期日（初診日）は平成○年

○月○日、労務不能と認めた期間は平

成○年○月○日から本件請求期間最終日

（平成○年○月○日）、当該期間の労務不

能と認めた理由（自覚症状、他覚所見な

ど）、治療経過については、平成○年○

月○日から入院し、同年○月○日に脳腫

瘍摘出術を受け、同月○日に自宅退院と

なり、失語があり、通院によるリハビリ

テーションを受け、医学的に見て今後就

労の可否は「可能」と判断されており、

症状は固定しておらず、今後の療養見込

期間は未定とされている。また、保険者

組合の照会に対するＡ医師作成の平成○

年○月○日付「療養の給付について（照

会）」と題する書面によれば、「請求人は

保険者組合の資格を平成○年○月に取得

し、平成○年○月○日から平成○年○月

○日までの期間、同一傷病（脳腫瘍）の

療養のため、労務不能であったとして、

以前に加入していた健康保険組合より傷

病手当金を受給しているところ、既決傷

病と本件請求傷病は同一の疾病かどうか

を照会する。」旨の照会に対し、同医師は、

前疾病と同一の疾病であり、治癒するこ

となく継続しており、その理由は、当初

経過観察を行っていたが腫瘍増大のため

に治療に至ったと回答している。

ｂ病院作成の請求人に係る平成○年○

月分から同年○月分までの診療報酬明細

書（医科入院医療機関別包括評価用及び

医科入院外のもの）をみると、請求人は、
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診療開始日を平成○年○月○日とする神

経膠腫、症候性てんかんのためにｂ病院

ｃ科を受診し、主傷病名及び入院の契機

となった傷病名をいずれも前頭葉悪性腫

瘍として、同年○月○日に入院し、同年

○月○日に、脳腫瘍に対して、正常脳保

護のためにモニタリングとＭＲＩを用い

た術中ナビゲーションを併用した頭蓋内

腫瘍摘出術を受け、術後から上下肢の麻

痺・巧緻運動障害・言語障害に対して、

理学・作業・言語療法（リハビリテーショ

ン）を受けて、同月○日に退院となった。

退院後は、ｂ病院ｃ科に通院し、抗てん

かん薬の処方を受け、抗てんかん薬の血

中濃度測定などを受けている。また、請

求人に係るｄ病院（以下「ｄ病院」とい

う。）作成の平成○年○月分、同年○月

分の診療報酬明細書によれば、請求人は、

同年○月○日にｄ病院ｃ科を受診し、傷

病名を頭痛、脳腫瘍として、通院による

リハビリテーションを受けている。

また、既決受給期間終了翌日（平成○

年○月○日）から本件請求期間開始前日

（平成○年○月○日）までのおよそ５年

６か月の期間（以下、この期間を便宜上、

「本件検討期間」という。）における請求

人の就労状況をみると、請求人にかかる

被保険者記録照会回答票（資格画面）に

よれば、請求人は、平成○年○月○日に

健康保険及び厚生年金保険の被保険者資

格を再取得し、平成○年○月から平成○

年○月○日までの標準報酬月額は、平成

○年が○○～○○万円、平成○年が○○

万円、平成○年が○○万円、平成○年が

○○万円、平成○年及び平成○年が○○

万円であり、加えて、年２回定期的に賞

与も受けていることが認められる。また、

請求人にかかる平成○年○月から平成○

年○月までの勤怠表をみると、請求人は、

公休及び有給休暇を除くすべての日は出

勤しており、傷病による病休は認められ

ない。

以上のような本件検討期間における

請求人の状況をみると、請求人は、平成

○年○月○日から平成○年○月○日まで

の期間、脳腫瘍と診断され、その療養の

ため労務不能として傷病手当金を受けた

が、その後は、当該傷病に対する薬物療

法、手術など特段の治療はなく、経過確

認をされていただけと認められ、本件請

求期間において、当該傷病に対する根治

的治療の腫瘍摘出術を受けている。そう

して、本件検討期間の勤務状況をみると、

この間、予防的医療の範囲と認められる

経過確認を受けながらも、当該傷病を理

由とする病休はなく、通常に勤務してい

たのであるから、いわゆる社会的治癒に

相当する期間があったと認められる。

なお、本件請求期間についてみると、

請求人は、平成○年○月○日に入院し、

同年○月○日に手術を受け、同月○日に

自宅退院をしていることから、当該傷病

の療養のため労務不能であったとするの

が相当である。

４　以上みてきたように、本件請求期間に

係る本件請求傷病は、既に傷病手当金の

支給対象となった既決傷病と同一傷病で

あるが、既決受給期間から本件請求期間

の間に、いわゆる社会的治癒と認められ

る期間が存在することから、本件請求期

間については、法定給付期間を超えた請

求であるとして傷病手当金などを支給し

ないとする原処分は妥当ではなく、これ

を取り消すこととし、主文のとおり裁決

する。
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